
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  店舗兼住宅の購入に係る消費税 

Ｑ：私は個人で食品販売業を営んでいます

が、この度、中古の３階建て店舗兼住宅（各

階の床面積１００㎡）を購入し、１階を店舗、

２・３階を自宅にする予定です。この場合の

消費税の仕入税額控除の取扱いについて教え

て下さい。 

 

Ａ：合理的な基準による事業用割合を求め、

課税仕入れに算入する金額を計算します。 

【解説】 

 消費税では、事業用資産の取得にかかる消

費税は仕入税額控除の対象になりますが、家

事用資産の取得にかかる消費税は仕入税額控

除の対象にはならないとされています。した

がって、事業者が店舗兼住宅のような資産を

購入した場合には、その資産を「事業用」と

「家事用」とに区分しなければならないので

すが、そのときの区分方法は、その資産の使

用率や使用面積割合等の合理的な基準によっ

て計算します。 

 ご質問の場合、事業用は１階部分だけとい

うことですから、建物全体の面積３００㎡の

うち１００㎡が事業用に対応する面積となり、

この面積割合により課税仕入れに算入する金

額を計算すればいいでしょう。なお、店舗兼

住宅の共用スペース（入り口や階段等）につ

いても、上記と同様の面積割合等を用いて合

理的に区分されていれば、事業用部分につい

ては、課税仕入れに算入することが認められ

ます。  
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